
サステナビリティ情報に関する状況

参考資料１



1１．サステナビリティ情報と事業報告書における取扱い

サステナビリティの概念は、様々な主体において説明が行われているが、例えば、我が国のコーポレートガ
バナンス・コードやスチュワードシップ・コードでは、「ESG 要素を含む中長期的な持続可能性」としている。
サステナビリティ情報には、国際的な議論を踏まえると、例えば、環境、社会、従業員、人権の尊重、腐敗防
止、贈収賄防止、ガバナンス、サイバーセキュリティ、データセキュリティなどに関する事項が含まれ得ると
考えられている。

出典：「記述情報の開示に関する原則（別添）－サステナビリティ情報の開示について－」（金融庁）

○「事業報告ガイドライン」、「標準的な様式」等では「サステナビリティ」という用語は用いられていない
ものの、独立行政法人の持続的な業務運営や業務改善等の判断に役立てることを事業報告書の目的の１つと
して掲げている。

○「標準的な様式」及び「標準的な記載例」においてTCFD のフレームワークに関連する項目（ガバナンス、
戦略、リスク管理）を設けているものの、サステナビリティ関連情報の記載を求める内容とはなっていない。

サステナビリティ情報とは

独立行政法人の事業報告書におけるサステナビリティ情報の取扱い



２２．有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示(1/2)

出典：金融庁「サステナビリティ情報の記載欄の新設等の解説について（解説資料）」



3２．有価証券報告書におけるサステナビリティ情報の開示(2/2)

出典：金融庁「サステナビリティ情報の記載欄の新設等の解説について（解説資料）」

企業が、業態や経営環境等を踏まえ、重要であると判断した具体的なサステナビリティ情報について、「ガバナンス」、「戦
略」、「リスク管理」、「指標及び目標」の４つの構成要素に基づき開示することが求められている。（「記述情報の開示に
関する原則（別添）―サステナビリティ情報の開示について―」）



4３．サステナビリティ報告基準の策定状況

2023年6月、国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）は全般的な開示要求事項（IFRS S1号）及び気
候関連開示（IFRS S2号）の基準を公表。

IFRS S1号は、企業が短期、中期及び長期にわたって直面するサステナビリティ関連のリスク及び機会
について、企業が投資家に伝えることを可能にするよう設計された、一連の開示要求を提供する。IFRS 
S2号は、具体的な気候関連開示を定めており、IFRS S1号とともに用いるように設計されている。どちら
も、気候関連財務開示タスクフォース（TCFD）の提言を組み込んでいる。

国際サステナビリティ基準審議会（ISSB）の動向

○サステナビリティ基準委員会（SSBJ）は、2023年1月、以下の基準開発に着手することを決定。
(1) IFRS S1号に相当する基準（日本版S1基準）の開発（日本版S1プロジェクト）
(2) IFRS S2号に相当する基準（日本版S2基準）の開発（日本版S2プロジェクト）

○SSBJの「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」において、公開草案を2023年
度中に、確定基準を2024年度中に公表することを目標とすることが考えられるとされている。

我が国のサステナビリティ基準委員会（SSBJ）の動向

○2022年12月、国際公共部門会計基準審議会（IPSASB）は、サステナビリティ関連財務情報の開示に関
する一般要求事項、気候関連開示、天然資源非財務開示の3つのサステナビリティ報告プロジェクト候補
の検討を開始したが、その後、気候関連の開示基準の開発を優先することとした。

○2023年6月、IPSASBは、公共部門固有の気候関連開示基準の開発を進めることを公表。
○プロジェクトの公開草案の承認は2024年半ば、最終的な基準承認は2025年後半を予定している。

国際公共部門会計基準審議会（IPSASB）の動向



5４．人的資本・多様性に関する指標（1/2）

○「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12月25日閣議決定）（抜粋）

第２部 政策編
Ⅰ あらゆる分野における女性の参画拡大
第１分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

＜成果目標＞

女性管理職比率

○「少子化社会対策大綱」（令和２年5月29日閣議決定）（抜粋）

有価証券報告書などの企業公表文書等への育児休業取得率の記載を促すなど、事業主が男性の育児休業取得を促す取組を行うことを

促進する仕組みの導入について検討する。

男性の育児休業取得率

○「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」（令和４年６月７日閣議決定）（抜粋）

男女間の賃金の差異について、以下のとおり、女性活躍推進法に基づき、開示の義務化を行う。

・金融商品取引法に基づく有価証券報告書の記載事項にも、女性活躍推進法に基づく開示の記載と同様のものを開示するよう求める。

男女の賃金の差異

３ 行政分野
（２）具体的な取組
ア 国の政策・方針決定過程への女性の参画拡大
（ウ）独立行政法人、特殊法人及び認可法人における女性の参画拡大
①独立行政法人、特殊法人及び認可法人の事業主行動計画の策定を支援す
るとともに、それぞれの機関の役員や管理職への女性の積極的な登用を
推進するよう強く要請する。

４ 経済分野
（２）具体的な取組
ア 企業における女性の参画拡大
④企業における女性の活躍に関し、投資判断に有効な企業情報の開示を促
進するため、有価証券報告書等において企業の判断で行う情報開示の好
事例を収集し、周知する。また、企業のガバナンスにおけるジェンダー
平等の確保の重要性に鑑み、有価証券報告書等における開示の在り方を
含め、コーポレートガバナンスの改善に向けてジェンダーの視点も踏ま
えた検討を行う。

独立行政法人等の役職員の各役職段階に占める女性の
割合

部長相当職及び
課長相当職

15.4％
（2020年）

18％
（2025年度末）

役員 14.4％
（2020年）

20％
（2025年度末）



6４．人的資本・多様性に関する指標（2/2）

三 新しい資本主義

成長と分配の好循環による持続可能な経済を実現する要となるのが、分配戦略です。
その第一は、所得の向上につながる「賃上げ」です。

（中略）
第二に、「人への投資」の抜本強化です。

（中略）
人的投資が、企業の持続的な価値創造の基盤であるという点について、株主と共通の理解を作ってい

くため、今年中に非財務情報の開示ルールを策定します。
（中略）

第三に、未来を担う次世代の「中間層の維持」です。
（中略）

世帯所得の向上を考えるとき、男女の賃金格差も大きなテーマです。
この問題の是正に向け、企業の開示ルールを見直します。

（参考）第２０８回国会における岸田内閣総理大臣施政方針演説（令和４年１月１７日）



7５．女性活躍推進法における公表指標

出典：厚生労働省 女性活躍推進法に関する制度改正（令和4年7月施行）「周知リーフレット」



7６．育児・介護休業法における公表指標

出典：厚生労働省 リーフレット「男性の育児休業取得率等の公表について」
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